
所在地 T E L

中
国
四
国

中国四国農政局 岡山市 086-224-4511
　　地域第1課 岡山市 086-223-3192
　　地域第2課 倉敷市 086-424-1077
　　地域第3課 津山市 0868-22-5151
　　地域第4課 山陽町 0869-55-0385
鳥取農政事務所 鳥取市 0857-22-3131
　　地域課 米子市 0859-27-1721
島根農政事務所 松江市 0852-24-7311
　　地域第1課 浜田市 0855-22-0980
　　地域第2課 出雲市 0853-22-6120
広島農政事務所 広島市 082-281-2111
　　地域第1課 三原市 0848-67-6262
　　地域第2課 福山市 084-955-1951
　　地域第3課 三次市 0824-63-4187
山口農政事務所 山口市 083-922-5200
　　地域第1課 萩市 0838-22-0955
　　地域第2課 周南市 0833-92-2120
　　地域第3課 山陽町 0836-73-1937
徳島農政事務所 徳島市 088-622-6135
　　地域第1課 阿南市 0884-22-0328
　　地域第2課 川島町 0883-25-3131
香川農政事務所 高松市 087-831-8155
　　地域第1課 坂出市 0877-46-5144
　　地域第2課 観音寺市 0875-25-3191
愛媛農政事務所 松山市 089-924-7121
　　地域第1課 大洲市 0893-24-4195
　　地域第2課 東予市 0898-64-3105
高知農政事務所 高知市 088-875-2155
　　地域第1課 中村市 0880-34-5355
　　地域第2課 土佐山田町 0887-52-5171

九　

州

九州農政局 熊本市 096-353-3561
　　地域第1課 熊本市 096-378-3176
　　地域第2課 八代市 0965-35-7311
　　地域第3課 人吉市 0966-22-5144
　　地域第4課 菊池市 0968-25-2137
福岡農政事務所 福岡市 092-281-8261
　　地域第1課 北九州市 093-571-3623
　　地域第2課 久留米市 0942-21-9473
　　地域第3課 飯塚市 0948-22-0859
　　地域第4課 柳川市 0944-73-5126
佐賀農政事務所 佐賀市 0952-23-3132
　　地域第1課 唐津市 0955-78-0488
　　地域第2課 武雄市 0954-22-2125
長崎農政事務所 長崎市 095-822-3291
　　地域第1課 佐世保市 0956-31-7327
　　地域第2課 諫早市 0957-26-1122
大分農政事務所 大分市 097-532-6131
　　地域第1課 宇佐市 0978-32-1344
　　地域第2課 三重町 0974-22-2311
　　地域第3課 玖珠町 0973-73-8311
宮崎農政事務所 宮崎市 0985-22-3181
　　地域第1課 都城市 0986-23-3966
　　地域第2課 延岡市 0982-35-7311
鹿児島農政事務所 鹿児島市 099-222-0121
　　地域第1課 川内市 0996-22-4156
　　地域第2課 鹿屋市 0994-43-4136
　　地域第3課 加世田市 0993-52-2345

沖
縄沖縄総合事務局 那覇市 098-866-0156

所在地 T E L

関　

東

東京農政事務所 千代田区 03-3214-7323
　　地域課 立川市 042-529-0210
神奈川農政事務所 横浜市 045-211-1331
　　地域課 海老名市 046-232-2911
山梨農政事務所 甲府市 055-226-6611
　　地域課 韮崎市 0551-22-7101
長野農政事務所 長野市 026-233-2500
　　地域第1課 松本市 0263-47-2001
　　地域第2課 伊那市 0265-72-3178
　　地域第3課 佐久市 0267-62-6271
静岡農政事務所 静岡市 054-246-6959
　　地域第1課 浜松市 053-441-0137
　　地域第2課 沼津市 055-921-1741
　　地域第3課 島田市 0547-36-5665

北　

陸

北陸農政局 金沢市 076-263-2161
　　地域第1課 金沢市 076-241-3151
　　地域第2課 七尾市 0767-52-3387
　　地域第3課 小松市 0761-22-3996
新潟農政事務所 新潟市 025-228-5212
　　地域第1課 長岡市 0258-27-2011
　　地域第2課 新発田市 0254-22-4101
　　地域第3課 燕市 0256-61-6011
　　地域第4課 上越市 025-543-4574
　　地域第5課 小出町 025-792-8211
富山農政事務所 富山市 076-421-6123
　　地域第1課 高岡市 0766-21-2426
　　地域第2課 魚津市 0765-22-0234
福井農政事務所 福井市 0776-36-1790
　　地域第1課 敦賀市 0770-23-5700
　　地域第2課 鯖江市 0778-52-4411

東　

海

東海農政局 名古屋市 052-201-7271
　　地域第1課 名古屋市 052-763-4343
　　地域第2課 豊橋市 0532-45-8195
　　地域第3課 岡崎市 0564-51-5131
　　地域第4課 佐織町 0567-28-2994
岐阜農政事務所 岐阜市 058-271-4044
　　地域第1課 大垣市 0584-73-4351
　　地域第2課 高山市 0577-32-1155
　　地域第3課 美濃市 0575-33-4141
三重農政事務所 津市 059-228-3151
　　地域第1課 四日市市 0593-53-4671
　　地域第2課 松阪市 0598-52-1509

近　

畿

近畿農政局 京都市 075-451-9161
　　地域第1課 京都市 075-414-9751
　　地域第2課 福知山市 0773-22-4188
　　地域第3課 園部町 0771-62-3371
滋賀農政事務所 大津市 077-522-4261
　　地域第1課 八日市市 0748-23-3841
　　地域第2課 米原町 0749-52-5890
大阪農政事務所 大阪市 06-6943-9691
　　地域第1課 茨木市 072-633-1335
　　地域第2課 高石市 072-264-6060
兵庫農政事務所 神戸市 078-331-9944
　　地域第1課 姫路市 0792-81-3692
　　地域第2課 豊岡市 0796-22-2171
　　地域第3課 宝塚市 0797-87-5484
　　地域第4課 社町 0795-42-2411
奈良農政事務所 奈良市 0742-23-1283
　　地域課 橿原市 0744-29-9171
和歌山農政事務所 和歌山市 073-422-4101
　　地域課 御坊市 0738-22-3525

所在地 T E L

北
海
道

北海道農政事務所 札幌市 011-642-5463
　　地域第1課 札幌市 011-863-6031
　　地域第2課 函館市 0138-54-2503
　　地域第3課 小樽市 0134-23-2535
　　地域第4課 旭川市 0166-51-4296
　　地域第5課 釧路市 0154-23-4401
　　地域第6課 帯広市 0155-24-2401
　　地域第7課 北見市 0157-23-4171
　　地域第8課 岩見沢市 0126-22-3261
　　地域第9課 苫小牧市 0144-32-5345
　　地域第10課 士別市 01652-2-3143
　　地域第11課 滝川市 0125-22-1511

東　

北

東北農政局 仙台市 022-263-1111
　　地域第1課 仙台市 022-236-6661
　　地域第2課 古川市 0229-23-6211
　　地域第3課 大河原町 0224-53-3811
　　地域第4課 迫町 0220-22-6251
青森農政事務所 青森市 017-775-2151
　　地域第1課 弘前市 0172-27-6180
　　地域第2課 八戸市 0178-27-4001
　　地域第3課 五所川原市 0173-35-2138
岩手農政事務所 盛岡市 019-624-1125
　　地域第1課 水沢市 0197-24-3010
　　地域第2課 花巻市 0198-23-2336
　　地域第3課 一関市 0191-23-4518
　　地域第4課 玉山村 019-682-0511
秋田農政事務所 秋田市 018-862-5611
　　地域第1課 能代市 0185-58-2311
　　地域第2課 大館市 0186-43-3135
　　地域第3課 湯沢市 0183-73-0103
　　地域第4課 大曲市 0187-63-3220
山形農政事務所 山形市 023-622-7231
　　地域第1課 酒田市 0234-33-7244
　　地域第2課 村山市 0237-55-4411
　　地域第3課 南陽市 0238-43-4210
福島農政事務所 福島市 024-534-4141
　　地域第1課 会津若松市 0242-22-7381
　　地域第2課 郡山市 024-937-3980
　　地域第3課 いわき市 0246-23-8511
　　地域第4課 白河市 0248-22-1241

関　

東

関東農政局 さいたま市 048-600-0600
　　地域第1課 さいたま市 048-864-9041
　　地域第2課 川越市 049-225-3291
　　地域第3課 熊谷市 048-524-5711
茨城農政事務所 水戸市 029-221-2185
　　地域第1課 日立市 0294-53-4155
　　地域第2課 土浦市 029-843-6875
　　地域第3課 下館市 0296-24-3155
　　地域第4課 鉾田町 0291-33-2166
栃木農政事務所 宇都宮市 028-633-3311
　　地域第1課 栃木市 0282-22-4141
　　地域第2課 大田原市 0287-23-5611
　　地域第3課 氏家町 028-682-2611
群馬農政事務所 前橋市 027-221-1181
　　地域第1課 高崎市 027-343-7941
　　地域第2課 太田市 0276-31-3551
千葉農政事務所 千葉市 043-224-5613
　　地域第1課 木更津市 0438-36-5211
　　地域第2課 茂原市 0475-23-1205
　　地域第3課 佐倉市 043-484-1207

■地方農政局及び地方農政事務所

農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課
牛トレーサビリティ監視班
03-3502-8111（内線3211～3）

■最寄りの事務所（地域課）

問い合わせは各都道府県の地方農政局又は地方農政事務所の消費・安全部安全管
理課（又は地域課）の牛トレーサビリティ係（沖縄県は沖縄総合事務局
農林水産部消費・安全課 食品安全係）にお問い合わせ下さい。

牛トレーサビリティ制度とは…
生まれた牛1頭ごとに「個体識別番号を印字した耳標」を装着し、生年月日や種別（品
種）などとともに、牛の出生からとさつまでの間の「牛の管理者」や「飼養場所」を記録し
ます。さらに、枝肉がカットされ消費者に提供されるまでの間、牛肉に「個体識別番号」
を表示します。これらのことによって、牛が生まれてから消費者に届けられるまでの履歴
を迅速に追跡できるようにする制度です。

牛トレーサビリティ制度牛トレーサビリティ制度

○ 牛が出生したら、速やか（1週間以内）に、個体識
別耳標を両耳に装着しましょう！
○ 装着方向は、牛の正面から大きな数字が見える
ように！
○装着位置は、耳の真ん中に！（図を参考に）

国内で生まれたすべての牛と輸入牛に、
10桁の個体識別番号が印字された
耳標が装着されます。

牛の個体識別のための情報の管理及び
伝達に関する特別措置法に基づく制度

届出事項
方法

出生・転入
転出・死亡 耳標の再発行 登録までの時間

●FAX報告 届出から3日以上

●電話音声応答報告
●インターネット報告
●農協等システム

　（LO/FTP）

届出の翌日

各種届出方法と可能な事項

もし、装着したもし、装着した耳標耳標がが脱落脱落したら？したら？
（独）家畜改良センターに再発行請求しましょう！

「電話音声応答報告」または
「インターネット報告」から請求できます。

(186)0037-80-1777
報告先電話番号

耳標装着

FAXでは申請できません。注意！



牛トレーサビリティ制度では、
酪農家や肉用牛農家などの「管理者」に対して
❶牛が生まれたとき　❷牛を譲り渡したとき
❸牛を譲り受けたとき　❹牛が死亡したときは、
必ず家畜改良センターへ届け出る
ことが義務づけられています。

牛が生まれたら、速やかに耳標を装着し、
「出生の届出」を行ってください。

※できる限り速やかに届出を行いましょう！【目安は一週間以内です】
　（肉用牛で、農協等がとりまとめて報告している場合は２ヶ月が目安となります。）
※ 届出が遅れると、家畜の取引に支障をきたします！取引前にはホームページで履歴が確認できるようにしま
しょう！　

❶農家コード　❷個体識別番号　❸生年月日
❹雌雄の別　❺母牛の個体識別番号を届出

個体識別耳標の装着

牛を譲り渡した（転出）とき、
あるいは譲り受けた（転入）ときは、
速やかに「異動の届出」を行ってください。

※ 報告を忘れると、牛の購入者の方に迷惑をかけることになります。忘れず、速やかに報告しましょう！

牛の管理者は、❶相手先のコード（または、農協・家畜市場．家畜商等のコード）
❷牛の個体識別番号　❸転出日又は転入日を届出

管理者B
管理者Aまたは、農協等の
コードを届出

譲受け（転入）

管理者A
管理者Bまたは、農協等の
コードを届出

譲渡し（転出）

牛個体情報
 個体識別番号 出生の年月日 雌雄の別 母牛の個体識別番号 種別（品種）
 1234567890 H14.06.05 去勢（雄） 1012345678 黒毛和牛

  飼養県 異動内容 異動年月日 飼養施設所在地 氏名または名称
 1 福島県 出生 H.14.06.05 西白河郡西郷村 家畜改良センター
 2 福島県 転出 H.15.02.04 西白河郡西郷村 家畜改良センター
 3 岩手県 転入 H.15.02.04
 4 岩手県 転出 H.16.11.30 
 5 岩手県 搬入 H.16.11.30 紫波郡紫波町 （株）岩手畜産流通センター
 6 岩手県 と畜 H.16.12.01 紫波郡紫波町 （株）岩手畜産流通センター

http://www.nlbc.go.jp/
http://www.id.nlbc.go.jp/mobile/携帯用

牛肉の「生産履歴」が明らかになるため、
消費者に安心して牛肉を購入・消費してもらえるようになります。

精肉などに表示された
個体識別番号で牛の生産履歴を

検索可能

報告を忘れてしまった・間違えてしまった場合等、牛の履歴に問題が生じた場合には地
方農政事務所はもとより、牛・牛肉の流通関係者から問い合わせがある場合があります。

報告が簡単・確実です!インターネット
電話音声応答

※電話回線の種類についての注意
音声応答システムをご利用の際は、ダイヤルを「トーン」に切り替えてください。

切り替えの操作の方法は電話機によって異なりますが、相手先へダイヤルした後に「＊」ボタンを押すか、「トーン」と書いて
あるボタンを押すことによって切り替えるタイプが多いようです。詳しくは、電話機の取扱説明書をご覧下さい。

さらに、インターネット報告では、

FAXのような
送信エラーの心配がありません。

耳標の再発行の申請もできます。

翌日には
データベースに反映されます。

データベースに登録されている
あなたの農場のすべての牛のリストをみることもできます。

→「パソコンからの報告」へ！

1

電話音声応答報告の手順

→音声ガイドにしたがって操作を行ってください

2

●家畜改良センターホームページ
http://www.nlbc.go.jp/
「牛の個体識別検索サービス」はオレンジ色のボタンから、各種マニュアル等は左側の「牛の個体識別事業」から進んでください）

●農林水産省ホームページ「牛のトレーサビリティ関係」
http://www.maff.go.jp/trace/top.htm
法律や制度の概要、各種マニュアル・パンフレット等がご覧いただけます。

「出生」や「異動」の報告は

固定電話から 186-0037-80-1777
携帯電話（PHS等含む）から 186-0248-48-0594報告先の電話番号

HPに
生産履歴
を公開

届出

●耳標が両耳に装着されていない牛の取引は法律で禁じられています。 インターネット報告の手順
「https://www.id.nlbc.go.jp」にアクセス

http://www.id.nlbc.go.jp/report/

（注） 飼養施設所在地及び管理者の氏名または名称は、本
人の同意が得られている場合のみ公開します。

詳しくは

携帯からは


